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宮城県蓄電池産業調査業務 企画提案募集要領 

 

この要領は、「宮城県蓄電池産業調査業務（以下「本業務」という。）」を委託するに当たり、公

募型プロポーザル方式により、優れた提案及び能力を有し、最も適格と判断される事業者を選定する

ために必要な事項を定めるものである。 

 

１ 募集事項 

（１）案件名 

宮城県蓄電池産業調査業務 

（２）事業目的 

蓄電池は、電気自動車等のモビリティの動力源や、太陽光・風力等の再生可能エネルギーの

出力調整、５Ｇ通信基地局やデータセンター等の重要インフラ施設のバックアップ電源、各種

ＩＴ機器の電源など、国民生活・経済活動に不可欠な物資として世界市場が急拡大している。

我が国においても、経済安全保障及び国内サプライチェーン強化の観点から様々な支援措置が

施され、各地で蓄電池及び関連部材の製造にかかる大型投資が進んでいるところである。 

本県では、これまで「富県宮城」推進の柱に掲げ取り組みを進めてきた自動車産業及び半導

体産業に次いで、産業集積を目指す重要分野として新たに蓄電池産業を検討している。本業務

は、国内及び東北地域の蓄電池産業を取り巻く現状や課題の分析を通して、本県における蓄電

池産業集積に向けた方向性及び必要な取組を提案することを目的とする。 

（３）委託業務内容 

別添「業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）による。 

（４）契約期間 

契約締結の日から令和７年３月２１日（金）まで 

（５）事業費（委託上限額） 

６，０５０，０００円（消費税及び地方消費税（以下、「消費税」という。）の額を含む。） 

   

２ 応募資格 

プロポーザルへの参加を申し込む者（以下「参加申込者」という。）は、次の全ての資格要件に該

当する者とする。  

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者。  

（２）この事業の募集開始時から企画提案書提出までの間に、宮城県の「物品調達等に係る競争入札

の参加資格制限要領（令和２年４月１日施行）」に掲げる資格制限の要件に該当しない者。  

（３）宮城県県税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者。  

（４）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしている者又は再    

生手続開始の申立てがされている者（同法第３３条第１項に規定する再生手続開始の決定を受

けた者を除く。）でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てをしている者又は更

生手続開始の申立てがされている者（同法第４１条第１項に規定する更生手続開始の決定を受

けた者を除く。）でないこと。 

（６）宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成２０年１１月１日施行）の別表各号（別表１）に規定

する措置要件に該当しない者。  

（７）政治団体（政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条に規定するもの）に該当しな
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い者。  

（８）宗教団体（宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条の規定によるもの）に該当しない

者。  

（９）委託業務を的確に遂行する能力を有する者であること。 

 

３ スケジュール 

募集開始から契約締結、業務着手までの予定は下表の通りである。 

企画提案の募集開始 令和６年９月２日（月） 

質問受付 令和６年９月２日（月）から 

令和６年９月６日（金）まで 

質問への回答 令和６年９月１３日（金）までに回答 

参加表明書の提出期限 令和６年９月２４日（火）午後５時必着 

企画提案書の提出期限 令和６年１０月４日（金）午後５時必着 

企画提案書の書類の審査（3者を超える場合に限る） 令和６年１０月上旬 

書面審査の結果発表（3者を超える場合に限る） 令和６年１０月中旬 

企画提案書のプレゼンテーション審査 令和６年１０月下旬 ※予定 

審査結果の通知 令和６年１０月下旬 ※予定 

見積合わせ、契約の締結 令和６年１１月上旬 ※予定 

業務開始 令和６年１１月上旬 ※予定 

 

４ 企画提案に関する質問受付及び回答 

（１） 受付期間 令和６年９月２日（月）から令和６年９月６日（金）午後５時まで（必着） 

（２） 提出方法 

ア 指定様式（様式第１号）を用いて、電子メールにより提出すること。 

イ 電子メールアドレスは、下記のとおりとする。 

sanrituk2@pref.miyagi.lg.jp（宮城県経済商工観光部産業立地推進課） 

ウ 電話や口頭、受付期間以外の質問は一切受け付けない。 

（３） 回答方法 

令和６年９月１３日（金）までに宮城県経済商工観光部産業立地推進課のホームページに掲載

する。ただし、質問又は回答の内容が、質問者の具体的な提案事項に密接に関わるものについて

は、質問者に対してのみ回答する。また、質問の内容によっては回答しないこともある。 

 

５ 参加表明書の提出 

（１）提出書類 

企画提案参加表明書（様式第２号） 

（２）提出期限 

令和６年９月２４日（火）午後５時（必着） 

（３）提出方法 

電子メール等により提出すること。なお、ファイル容量の都合上送信できない場合は連絡するこ

と。 

（４）提出先 
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宮城県経済商工観光部産業立地推進課 

E-mail：sanrituk2@pref.miyagi.lg.jp 

（５）留意事項 

参加表明書の提出がなかった者からの企画提案書等の提出は受け付けない。 

 

６ 企画提案書の提出等 

（１）提出書類 

ア 企画提案提出書（様式第３号）  

イ 企画提案書（任意様式）   

規  格：Ａ４判横書き、片面印刷とし、電子データにより提出すること。 

ページ数：上限は設けないが２０ページ程度を目安とすること。 

  ウ 応募資格に係る宣誓書（様式第４号） 

  エ 参考見積書（任意様式） 

   ・本業務に係る経費（人件費、交通費等）はすべて計上すること。 

   ・仕様書の項目ごとに、数量、単位、単価を明示し、費用の内訳、積算根拠が分かるように記

載すること。また、消費税及び地方消費税の金額を算出し、合計金額を記載すること。 

・参考見積書は、企画提案を審査する際の参考にするものであり、契約締結の際は再度、見積

書の提出を求める。 

（２）提出方法 

  ア 提出期限 

    令和６年１０月４日（金）午後５時必着 

  イ 提出方法 

    電子メールにより提出すること。なお、ファイル容量の都合上送信できない場合は連絡する

こと。 

  ウ 提出先 

宮城県経済商工観光部産業立地推進課 

E-mail：sanrituk2@pref.miyagi.lg.jp 

（３）企画提案書の構成 

  ア 表紙 

「委託業務名」、「事業者名」、「住所」、「代表者名」、「担当者（所属・職・氏名）」

及び「担当者の連絡先（電話番号・メールアドレス）」を記載すること。 

  イ 目次 

    本文の項目及びページ番号を記載すること。 

  ウ 本文 

・業務の実施方針 

    事業目的への理解と、業務への取組に対する基本的な考え方を記載すること。  

・業務の実施フロー 

限られた期間での作業となることから、事業目的の実現に向け、業務の進め方等を簡潔に記

載すること。  

・業務の実施方法 

仕様書「第４ 業務内容」の２（１）については現状認識を示し、委託業務で行う情報収集、

調査、分析、整理方法を具体的に記載すること。 
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仕様書「第４ 業務内容」の２（２）及び２（３）については現状認識を示すことに加え目指

すべき方向性や取組の仮説を置き、その仮説の検証方法等について具体的に記載すること。 

  エ 提案者による独自の取組（任意） 

事業目的を達成する上で、本業務の効果等を一層向上させられると考えられる受注者独自の

取組を記載すること。 

  オ 業務実施体制 

  カ 同種の業務の過去の実績 

 

（４）留意事項 

  ・企画提案は１者につき１案とする。  

・提出された書類の差替え、変更及び取消は認めない。また、提出された書類は返却しない。 

・審査は提出された企画提案書類により行うが、企画提案書類の提出後、内容について確認や説

明を求めることがある。 

・企画提案の提出に係る全ての経費は企画提案者の負担とする。 

・提出した企画提案を取り下げる場合には、速やかに取下願（様式第５号）を提出すること。な

お、取下願の提出があった場合、再度の企画提案は認めない。 

・提出された企画提案書類は行政文書となるため、情報公開条例（平成１１年宮城県条例第１０

号）等による開示請求があった場合、個人情報や企業情報などの非開示部分を除き開示するこ

ととなるので、予め承知すること。 

 

７ 企画提案書の審査及び選定 

（１）評価・選定の体制 

ア 候補者の選定 

県が設置する選定委員会において、評価基準（別表２）に基づき、提案書類及びプレゼンテ

ーションの総合評価を行うこととし、選定委員が採点した評価点の合計点（以下「評価合計点」

という。）が６割以上でかつ最も上位であった提案者を業務委託候補者に選定する。 

なお、応募者が３者を超えた場合は、プレゼンテーション審査に先立ち、事務局により書類

審査を実施し、上位３者を選定する。 

イ 同点の場合の取り扱い 

評価合計点が６割以上で最も上位の者が複数いる場合、各選定委員の評価において１位の採

点を最も多く取得した提案者を業務委託候補者に選定する。 

ウ 応募者が１者の場合 

応募者が１者のみであった場合は、選定委員の評価点の平均が満点の６割以上となった場合

に、業務委託候補者として決定する。 

エ 協議による選定 

次点以下の提案者に選定委員の過半以上に１位と採点された者がいる場合など、委員長が必

要と認める場合は、委員間の協議により業務委託候補者を選定する。 

（２）書類審査 

ア 書類審査の実施日 

令和６年１０月上旬を予定 

イ 審査の実施方法 

応募のあった企画提案書について、事務局により評価基準（別表２）に基づいて審査し、書
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類審査の結果、提案者の中から上位３者を選定する。 

ウ 書類審査結果の通知 

審査終了後、速やかにすべての提案者に審査結果を通知する。 

（３）プレゼンテーション審査 

ア 実施日時 

令和６年１０月下旬を予定。詳細は、応募者に別途通知する。 

イ 実施場所 

宮城県庁内を予定。詳細は、応募者に別途通知する。 

ウ 実施方法 

・プレゼンテーションへの出席者は１者につき３名以内とする。 

・１者当たりの持ち時間は３０分以内（説明２０分以内、質疑応答１０分以内）とし、県から 

指示した時間から順次、個別に行うものとする。 

・事前に提出された書類に基づいてプレゼンテーションを行うこと。 

・当日の新たな資料配付は、企画提案の差し替えや変更に当たらず、補足説明の範囲を超えな

いものに限り認める。その場合は８部持参すること。 

・プレゼンテーションの会場には県でプロジェクタ又はモニター及びＨＤＭＩケーブルを用意

するので、パソコンを持参して説明することも可とする。 

（４）審査結果の通知及び公表 

審査結果は、応募者全員に文書により通知する。 

また、「入札結果等の公表要領（平成２０年４月１日施行）」に基づき、見積合わせの結果及

び選定に係る下記の事項を公表する。 

ア 参加者名称 

イ 選定された候補者の名称と得点 

ウ 他の参加者の得点（得点を点数順に記載するのみで、参加者名は列記しない） 

エ 選定委員名 

（５）業務委託候補者の選定の取消 

次の場合は、業務委託候補者の選定を取消し、（１）アによる評価合計点が次点の者を業務委

託候補者とする。 

ア 業務委託候補者が辞退した場合。 

イ 委託契約を締結するまでの間に、２の応募資格を有しないことが判明した場合。 

 

８ 失格事由 

次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（１）故意に選定委員会の委員に接触する等審査の公平性に影響を与える行為があった場合。 

（２）提出書類に記載されている文字の判読が困難である場合又は文意が不明である場合。 

（３）本募集要領等に従っていない場合。 

（４）同一の提案者が、２件以上の企画提案書を提出した場合。 

（５）民法（明治２９年法律第８９号）第９０条（公序良俗違反）、第９３条（心裡留保）、第９４

条（虚偽表示）又は第９５条（錯誤）に該当する提案。 

（６） その他応募者として適切でない行為をしたと選定委員会が判断した場合。 
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９ 委託契約の締結 

（１）委託契約先 

本業務は、原則として、業務委託候補者に委託する。 

（２）仕様の決定 

委託する仕様内容は、プレゼンテーションの審査結果通知後、仕様書及び企画提案された内容

を踏まえ、県と業務委託候補者とで協議の上決定する。 

（３）見積合わせの実施 

県は、業務委託候補者と、宮城県財務規則（昭和３９年宮城県規則第７号）に定める随意契約

の手続により、予定価格の範囲内で見積合わせを行い、本業務を委託するものとする。 

（４）委託料の支払条件 

業務委託料の支払条件については、県と委託候補者との協議により、契約書で定めるものとす

る。 

（５）契約保証金 

委託候補者は、契約保証金として契約額の１００分の１０以上の額を契約締結前に納付しなけ

ればならない。ただし、財務規則第１１４条各号に該当する場合には、契約保証金の全部又は一

部を免除することがある。 

（６）その他 

本業務の実施により知り得た業務上の秘密は、契約期間に関わらず、第三者に漏洩してはなら

ない。 

 

１０ 問い合わせ先 

  宮城県経済商工観光部産業立地推進課（担当：尾形、工藤） 

〒９８０－８５７０ 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号（県行政庁舎１４階） 

ＴＥＬ ０２２（２１１）２７３４  ＦＡＸ ０２２（２１１）２７３９ 
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（別表１）宮城県入札契約暴力団等排除要綱 別表 

措  置  要  件 

１ 登録業者の役員等（法人の場合は、非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表

者、その他の団体の場合は、法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人の

場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員である

場合、又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。 

２ 登録業者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係者（以下「暴力団等」とい

う。）の威力を利用するなどしていたと認められるとき。 

３ 登録業者又はその役員等が、暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認め

られる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に

協力し、又は関与していると認められるとき。 

４ 登録業者又はその役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ

るとき。 

５ 登録業者又はその役員等が、暴力団等であることを知りながら、これと取引したり、又は不当

に利用していると認められるとき。 

 注）使用人が、登録業者のために行った行為は、登録業者の行為とみなす。 
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（別表２）評価基準 

審査項目 審査の視点 
配点 

個別 合計 

１ 基本的事項 20 

  ①実施方針 ○本業務の目的を十分に理解し、仕様書に示した条

件・内容の理解度が高く、具体的な提案がなされ

ているか。 

10 

20 

②実施フロー 〇各業務の工程が合理的に設定されており、期間内

に達成可能なレベルで設定されているか。 
10 

２ 業務内容 160 
 
①蓄電池産業に関す

る調査・分析 

○蓄電池産業の市場規模、主要企業、技術トレンド

などの現状を把握できる専門的な知見を有してい

るか。 

○国の政策が蓄電池産業に与える影響やサプライチ

ェーンの各段階（部素材、蓄電池、リサイクルな

ど）における課題と改善点を整理するための調

査・分析手法等が示されているか。 

10 

160 

○本県及び東北地方の蓄電池関連産業の集積状況、

サプライチェーン構造の特徴、課題を理解してい

るか。 

○分析・調査手法は効果的であり、仕様書「第４ 

業務内容」の２（２）と２（３）につなげるため

に必要な内容が網羅されているか。 

10 

○再生可能エネルギー発電の変動調整や電力需給調

整のための蓄電池ニーズ、必要性及び役割を適切

に把握しているか。 

○分析・調査手法は効果的であり、仕様書「第４ 

業務内容」の２（２）と２（３）につなげるため

に必要な分析・調査となっているか。 

10 

②蓄電池産業集積の

方向性の提示 

○東北地域の産業の特徴を踏まえ、蓄電池産業の集

積の方向性について具体的な考えが示されている

か。 

○本県の現状や特徴、産業構造などを考慮し、実現

可能性の高い取組が提案されているか。 

10 

○環境負荷低減と持続可能な発展の両立を図るため

の工業団地造成の考え方が示されているか。 
10 

○蓄電池製造からリサイクルに至るまでの全工程を

把握した上で、サプライチェーンの強化につなが

る考え方が示されているか。 

10 

○人材育成のための施策や産学官連携によるイノベ

ーション創出の仕組みについて、具体的な考えが
10 
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示されているか。 

○蓄電池産業集積による経済効果や本県既存産業と

の連携により期待される地域経済への貢献につい

て考えが示されているか。 

10 

③誘致活動の強化に

資する必要な取組

の提示 

○蓄電池関連産業の集積を見据え、産業用地に求め

られるインフラ条件について具体的な考えが示さ

れているか。 

20 

 

○ＧＸ及びＳＸの観点を踏まえ、工業団地造成時に

期待される蓄電池の取組について、具体的な考え

が示されているか。 

20 

○蓄電池のサプライチェーン構築に向けた誘致方針

や今後集積を図るべき企業について、具体的な考

えが示されているか。 

20 

④受注者による独自

の取組 

○その他、本県及び東北地方における蓄電池産業の

集積に重要と思われる視点・取組等が提案されて

いるか。 

20 

３ 業務遂行能力  20 

 ①業務実施体制 〇提案内容を円滑に運営できる人員配置・役割分担

となっているか。 

○事業費の積算は、提案された内容と適合し、妥当

な内容となっているか。 

10 
20 

②過去の実績 ○本業務にふさわしい業務実績及び経験はあるか。 10 

合 計 200 

 


